
）

１１

公共性のある施設
若しくは工作物又は
多数の者が利用す
る施設若しくは工作
物に関する重要な建
設工事であって、請
負金額が2,500万円
以上となる工事（建
築一式工事の場合
は5，000万円以上）

3,000万円以上（建築一
式工事の場合は4,500万
円以上）

3,000万円未満（建築一
式工事の場合は4,500万

円未満）

監理技術者

主任技術者

参考：「監理技術者資格者証」と「監理技術者講習修了証」の様式

必　　要

不　　要

特定建設業

資格者証が必要となる工事（下表

技術者の配置

　元請業者が工事現場に専任で配置する監理技術者は、元請業者と直接的かつ恒常的な雇用関係にある者で
「監理技術者資格者証」の交付を受けており、かつ監理技術者講習を受けている者の中から選任しなければ
なりません。（建設業法第26条第4項）
　選任された監理技術者は、発注者から請求があったときは、監理技術者資格者証を提示しなければなりませ
んので、工事現場においては、いつも監理技術者資格者証を携帯しておく必要があります。（建設業法第26条第
5項）
　また、選任された監理技術者は、当該選任の期間中のいずれの日においてもその日の前５年以内に行われた
講習を受講していなければなりません。

建設業の許可区分 技術者の専任制 下請代金の総額 資格者証の必要性

監理技術者資格者証とは問　　６


